
首里城の復旧に対する海外等からの支援金受付のために行う 

クラウドファンディングの取組に関する協定書 

 

 

沖縄県（以下、「甲」という。）と一般財団法人沖縄ＩＴイノベーション戦略センタ

ー（以下「乙」という。）は、相互の連携を強化し、首里城の復旧に対する海外等から

の支援金受付のために行うクラウドファンディング等の取組（以下「クラウドファン

ディングの取組」という。）について、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を

締結する。 

 

 

（目的） 

第１条 本協定は、クラウドファンディングの取組について、甲及び乙が連携・協力

して実施し、国内外から幅広く支援金を受け入れる取組を実施することにより、首里

城の復旧に寄与することを目的とする。 

 

（連携・協力事項） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、甲が実施する首里城の復旧に関

する取組を踏まえつつ、乙が次の各号のとおり実施するクラウドファンディング

の取組について連携・協力する。 

（１）クラウドファンディングの取組については、首里城復旧に関する支援金を

幅広く受けいれるものとする。 

（２）クラウドファンディングの取組により得た支援金は、その必要経費等を除

くすべてを首里城の復旧に充てるべく、甲に寄付するものとする。なお、こ

の場合、甲は乙に受領証を発行するものとする。 

（３）クラウドファンディングの取組については、乙が自らの意思で自主的に実

施するものとする 

（４）前各号の他、本協定の目的を達成するために必要な取組を実施する。 

２ 前項各号について連携・協力を推進するにあたり、必要な方策等については、

別途定める。 

 

（意見交換） 

第３条 甲及び乙は、本協定の目的を達成するため、必要に応じて意見交換を行

う。 

 

（連絡調整窓口） 

第４条 甲及び乙は、本協定に基づく連携・協力を円滑かつ効果的に進めるため、

双方に窓口を設置し、連携・協力を進めるにあたり必要な連絡調整を行う。 

 

（守秘義務） 

第５条 甲及び乙は、本協定に基づく活動により相手方から知り得た秘密事項につ

いて、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について守秘

義務があることを確認し、漏洩してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を

得た場合は、この限りではない。 

 

（有効期間） 

第６条 本協定は、協定締結の日から発効し、甲及び乙のいずれかの申し出に基づ

き、解消の合意が成立したときに終了する。 

 

（協議） 

第７条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙

が協議の上決定する。 

 

（その他） 

第８条 本協定締結の前になされたもので、甲及び乙において個別取組での連携・

協力を行っている事項については、本協定に基づくものとみなす。 

 

 

 本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙それぞれ署名押印

の上、各自１通を保有する。 
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